
（様式第11号）（第24条関係） 

太陽光発電施設設置届出書 

令和８年 ４月  ９日   

 長野県知事 様 

 

住 所 東京都中央区京橋二丁目２番１号 

氏 名 第一太陽光発電合同会社     

   代表社員 株式会社レノバ 

職務執行者 長浜谷直樹    

 長野県地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例第24条第１項の規定により、

下記のとおり届け出ます。 

記 

太陽光発電施設の設置の場所 長野県上伊那郡飯島町七久保３９１６－１ 

事業区域の位置及び面積 
別添「位置図及び事業区域図」参照  
１，０２７㎡ 

太陽光発電施設の合計出力 
４９．５kW  

（太陽電池の合計出力 ９９．１２kW） 

太陽光

発電事

業の内

容及び

実施予

定期間 

発電電力の用途 
☑売電 □自家消費  

設備ID（なし オフサイトPPA方式により電力売電） 

設置工事着手予定日 ２０２６年７月１日 

設置工事完了予定日 ２０２６年９月１日 

運転開始予定日 ２０２６年10月１日 

施設撤去予定日 ２０５６年10月１日 

太陽光発電施設の設置に関す

る計画 
別添「太陽光発電施設設置計画書」参照 

太陽光発電施設の構造に関す

る事項 

地上設置型太陽光発電システムの設計・施工ガイドライン

（最新版）および関係法令・技術基準に準拠し、耐風圧・

積雪荷重を考慮した構造設計とします。 

架台は上記基準に基づく製品を採用し、基礎は事前の地盤

調査結果に基づきスクリュー杭を選定のうえ施工します。

また、載荷試験を実施し支持力を確認するとともに、施工

後も適切な維持管理により安全性を確保します。 

景観保全のための措置の検討

に関する事項 
別添「景観の保全のための措置の検討状況書」参照 

環境の保全のための措置の検

討に関する事項 
（※環境配慮区域に太陽光発電施設を

設置する場合に限る。） 

該当なし 

備考 

連絡先  
（電話番号）03-3516-6260 
（FAX番号）03-3516-6261 
（電子メールアドレス）solar-next-info@renovainc.com 

 
 注１ 該当する□内にレ印を記入すること。 
  ２ 「太陽光発電施設の設置の場所」欄は、届出に係る太陽光発電施設の事業区域が所在



する土地の地番全て記載すること。 
  ３ 「事業区域の面積」欄には、小数第１位まで記載すること。 
  ４ 「太陽光発電施設の合計出力」欄は、小数第１位まで記載すること。 
  ５ 「発電出力の用途」欄は、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法

（平成23年法律第108号）第９条第１項の規定による申請手続中の場合は、その旨を
記載すること。 

  ６ 「備考」欄は、電話番号、ＦＡＸ、電子メールアドレス等の連絡先を記載すること。 
 （添付書類）１ 位置図 
       ２ 事業区域図 
       ３ 太陽光発電施設の配置図 
       ４ 条例第11条の書面 
       ５ その他知事が必要と認める書類 

















（参考様式）（第 19条関係） 

 

維 持 管 理 計 画 

作成日  令和８年４月 ９日 

太陽光発電施設の設

置場所 

長野県上伊那郡飯島町七久保３９１６－１ 

事業者名（法人にあっ

ては、主たる事務所の

所在地、名称、代表者

の氏名） 

住所 東京都中央区京橋二丁目２番１号 

名称 第一太陽光発電合同会社     

   代表社員 株式会社レノバ  

職務執行者 長浜谷直樹  

連絡先 03-3516-6260 

保守点検責任者 

氏名及び住所 LEAP ENERGY 株式会社 

東京都新宿区西新宿六丁目 24番 1号 

西新宿三井ビルディング 25 階 

電話番号 0120-202-838 

合計出力           ４９．５ｋＷ 

維持管理の内容 別紙のとおり 

施設撤去予定日（事業

終了予定日） 

2056 年 10 月１日 

損害保険の加入状況 ☑有   □無 

（保険内容 自然災害 電気的・機械的事故の対応） 

太陽光発電施設を撤

去する際の対応 

撤去費用については、売電収入より撤去・廃棄費用積立実施いたします。 

また、撤去の際には廃棄物処理業者へ依頼し、適切に処理いたします。 

撤去後は更地とする予定です。 

維持管理計画及び状

況の公表方法 

問合せがあった場合に開示する 

※標識に掲示することにより公表する場合には、標識の記載項目と同一のところは記載を省略す

ることができます。 

＜太陽光発電施設等の周辺において土砂災害等が発生するおそれがある場合に予定している措置

の内容＞ 

 保守点検項目に従い巡視を実施する。併せて、遠隔監視装置を使用して定期的に保守点検を行

い、災害等の発生をいち早く把握し、適切な対処を講じる。 

 

 

＜土砂災害等により太陽光発電施設の損壊が生じ、又は周辺地域の環境の保全に支障が生じた場

合に予定している措置の内容＞ 

 遠隔監視装置を使用して災害発生を速やかに把握し、関係機関と連絡を取り、周辺環境に影響

を及ぼした場合は、速やかに撤去して二次災害が起きないよう対策を講じる。 

  










































